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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
八
号
）

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
際
連
合
を
中
心
と
し
た
国
際
平
和
の
た
め
の
努
力
に
対
し
て
適
切
か
つ
効
果
的
に
寄
与
す
る
た
め
、
国
際

連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て

「
武
器
の
使
用
に
よ
る
防
衛
対
象
の
拡
大

「
自
衛
隊
法

、

」
、

第
九
十
五
条
の
適
用
除
外
の
解
除
」
及
び
「
自
衛
隊
の
部
隊
等
が
行
う
国
際
平
和
協
力
業
務
に
つ
い
て
の
特
例
規
定
の
廃
止
」

の
三
点
に
関
し
て
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
武
器
の
使
用
に
係
る
防
衛
対
象
に
、
自
己
と
共
に
現
場
に
所
在
す
る
そ
の
職
務
を
行
う
に
伴
い
自
己
の
管
理
の
下
に
入
っ

た
者
の
生
命
又
は
身
体
を
加
え
る
。

二

自
衛
隊
法
第
九
十
五
条
の
適
用
除
外
を
解
除
し

国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事
す
る
自
衛
隊
の
部
隊
等
の
自
衛
官
に
対
し

、

、

、

武
器
等
の
防
護
の
た
め
の
武
器
の
使
用
を
認
め
る
。

三
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
が
行
う
国
際
平
和
協
力
業
務
に
つ
い
て
の
特
例
規
定
（
い
わ
ゆ
る
「
国
際
連
合
平
和
維
持
隊
本
体
業
務

の
凍
結
」
規
定
）
を
廃
止
す
る
。
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四
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
武
器
の
使
用
に
係
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一

月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


